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(57)【要約】
【課題】認証処理システムを導入し易くすると共に、セ
キュリティ性の確保を実現する仕組みを提供する。
【解決手段】携帯端末装置１００の持ち方とその振り方
向との各組み合わせに対して一意の番号を設定する番号
設定部２０５と、加速度センサ２０１で測定された加速
度に基づいて持ち方検出部２０６で検出された使用者に
よる携帯端末装置１００の持ち方と振り方向検出部２０
７で検出された使用者による携帯端末装置１００の振り
方向との組み合わせに応じて、番号設定部２０５によっ
て当該組み合わせに設定された番号を取得する番号取得
部２０８と、番号取得部２０８において時系列で取得さ
れた番号である時系列番号と暗証番号記憶部２０２に記
憶されている暗証番号とに基づいて使用者の認証処理を
行う認証処理部２０９を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の認証処理を行う携帯端末装置であって、
　当該携帯端末装置の筐体の加速度を計測する加速度センサと、
　認証登録者の暗証番号を記憶する記憶手段と、
　前記筐体の持ち方と、前記筐体の振り方向との各組み合わせに対して一意の番号を設定
する番号設定手段と、
　前記加速度センサで測定された加速度に基づいて、前記使用者による前記筐体の持ち方
を検出する持ち方検出手段と、
　前記持ち方検出手段で前記使用者による前記筐体の持ち方を検出した後に、前記加速度
センサで測定された加速度に基づいて、前記使用者による前記筐体の振り方向を検出する
振り方向検出手段と、
　前記持ち方検出手段で検出された持ち方と前記振り方向検出手段で検出された振り方向
との組み合わせに基づいて、前記番号設定手段によって当該組み合わせに設定された番号
を取得する番号取得手段と、
　前記番号取得手段において時系列で取得された番号である時系列番号と、前記暗証番号
とに基づいて、前記使用者の認証処理を行う認証処理手段と
　を有することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　前記使用者が前記各組み合わせに対して前記一意の番号を対応付けるための対応付け情
報を入力する入力手段を更に有し、
　前記番号設定手段は、前記対応付け情報に従って前記各組み合わせに対して前記一意の
番号を設定することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記番号設定手段は、前記筐体の横持ち、縦持ちおよび握手持ちの３通りの持ち方と、
前記筐体において定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向および±Ｚ方向の６通りの振り方向との
合計１８通りの組み合わせに対して前記一意の番号を設定し、
　前記持ち方検出手段は、前記使用者による前記筐体の持ち方であって、前記３通りの持
ち方のうちのいずれか１つの持ち方を検出し、
　前記振り方向検出手段は、前記使用者が前記筐体を、＋Ｘ方向に振ったか－Ｘ方向に振
ったか＋Ｙ方向に振ったか－Ｙ方向に振ったか＋Ｚ方向に振ったか或いは－Ｚ方向に振っ
たかを検出することを特徴とする請求項１または２に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　前記番号設定手段は、前記筐体の横持ち、縦持ちおよび握手持ちのうちの２通りの持ち
方と、前記筐体において定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向および±Ｚ方向の６通りの振り方
向との合計１２通りの組み合わせに対して前記一意の番号を設定し、
　前記持ち方検出手段は、前記使用者による前記筐体の持ち方であって、前記２通りの持
ち方のうちのいずれか１つの持ち方を検出し、
　前記振り方向検出手段は、前記使用者が前記筐体を、＋Ｘ方向に振ったか－Ｘ方向に振
ったか＋Ｙ方向に振ったか－Ｙ方向に振ったか＋Ｚ方向に振ったか或いは－Ｚ方向に振っ
たかを検出することを特徴とする請求項１または２に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　前記番号設定手段は、前記筐体の横持ち、縦持ちおよび握手持ちのうちの１通りの持ち
方と、前記筐体において定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向および±Ｚ方向の６通りの振り方
向との合計６通りの組み合わせに対して前記一意の番号を設定し、
　前記持ち方検出手段は、前記使用者による前記筐体の持ち方であって、前記１通りの持
ち方を検出し、
　前記振り方向検出手段は、前記使用者が前記筐体を、＋Ｘ方向に振ったか－Ｘ方向に振
ったか＋Ｙ方向に振ったか－Ｙ方向に振ったか＋Ｚ方向に振ったか或いは－Ｚ方向に振っ
たかを検出することを特徴とする請求項１または２に記載の携帯端末装置。
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【請求項６】
　前記振り方向検出手段は、前記加速度センサで測定された加速度の変位の絶対値が０．
５Ｇ～１．０Ｇである方向を、前記振り方向として検出することを特徴とする請求項１乃
至５のいずれか１項に記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　前記認証処理手段は、前記認証処理として、前記時系列番号と前記暗証番号とが一致す
る場合には前記使用者による当該携帯端末装置の使用を許可する処理を行い、前記時系列
番号と前記暗証番号とが一致しない場合には前記使用者による当該携帯端末装置の使用を
不許可とする処理を行うことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の携帯端
末装置。
【請求項８】
　携帯端末装置の筐体の加速度を計測する加速度センサと、認証登録者の暗証番号を記憶
する記憶手段とを備え、使用者の認証処理を行う前記携帯端末装置の認証処理方法であっ
て、
　前記筐体の持ち方と、前記筐体の振り方向との各組み合わせに対して一意の番号を設定
する番号設定ステップと、
　前記加速度センサで測定された加速度に基づいて、前記使用者による前記筐体の持ち方
を検出する持ち方検出ステップと、
　前記持ち方検出ステップで前記使用者による前記筐体の持ち方を検出した後に、前記加
速度センサで測定された加速度に基づいて、前記使用者による前記筐体の振り方向を検出
する振り方向検出ステップと、
　前記持ち方検出ステップで検出された持ち方と前記振り方向検出ステップで検出された
振り方向との組み合わせに基づいて、前記番号設定ステップによって当該組み合わせに設
定された番号を取得する番号取得ステップと、
　前記番号取得ステップにおいて時系列で取得された番号である時系列番号と、前記暗証
番号とに基づいて、前記使用者の認証処理を行う認証処理ステップと
　を有することを特徴とする携帯端末装置の認証処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の認証処理を行う携帯端末装置及びその認証処理方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　現在、銀行の現金自動預け払い機（ＡＴＭ：Automated Teller Machine）などでは、セ
キュリティキーとして暗証番号が用いられ、例えば、４桁の数字が利用されている。その
一方で、カードの偽造や暗証番号入力時の盗撮などによる犯罪は、後を絶たないのが現状
である。
【０００３】
　このような背景のもと、近時では、セキュリティ向上の観点から、セキュリティキーと
して、手の指紋や静脈パターンなどのバイオメトリック情報を用いた認証が提案されて実
現されている（例えば、下記の特許文献１及び特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－４９９１３号公報
【特許文献２】特開２００７－１１５０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、上述したバイオメトリック情報をセキュリティキーとする認証処理シス
テムでは、その導入コストがかなりの高額となり、容易に導入することが難しいという問
題があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、認証処理システムを導入し
易くすると共に、セキュリティ性の確保を実現する仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の携帯端末装置は、使用者の認証処理を行う携帯端末装置であって、当該携帯端
末装置の筐体の加速度を計測する加速度センサと、認証登録者の暗証番号を記憶する記憶
手段と、前記筐体の持ち方と、前記筐体の振り方向との各組み合わせに対して一意の番号
を設定する番号設定手段と、前記加速度センサで測定された加速度に基づいて、前記使用
者による前記筐体の持ち方を検出する持ち方検出手段と、前記持ち方検出手段で前記使用
者による前記筐体の持ち方を検出した後に、前記加速度センサで測定された加速度に基づ
いて、前記使用者による前記筐体の振り方向を検出する振り方向検出手段と、前記持ち方
検出手段で検出された持ち方と前記振り方向検出手段で検出された振り方向との組み合わ
せに基づいて、前記番号設定手段によって当該組み合わせに設定された番号を取得する番
号取得手段と、前記番号取得手段において時系列で取得された番号である時系列番号と、
前記暗証番号とに基づいて、前記使用者の認証処理を行う認証処理手段とを有する。
【０００８】
　本発明の携帯端末装置の認証処理方法は、携帯端末装置の筐体の加速度を計測する加速
度センサと、認証登録者の暗証番号を記憶する記憶手段とを備え、使用者の認証処理を行
う前記携帯端末装置の認証処理方法であって、前記筐体の持ち方と、前記筐体の振り方向
との各組み合わせに対して一意の番号を設定する番号設定ステップと、前記加速度センサ
で測定された加速度に基づいて、前記使用者による前記筐体の持ち方を検出する持ち方検
出ステップと、前記持ち方検出ステップで前記使用者による前記筐体の持ち方を検出した
後に、前記加速度センサで測定された加速度に基づいて、前記使用者による前記筐体の振
り方向を検出する振り方向検出ステップと、前記持ち方検出ステップで検出された持ち方
と前記振り方向検出ステップで検出された振り方向との組み合わせに基づいて、前記番号
設定ステップによって当該組み合わせに設定された番号を取得する番号取得ステップと、
前記番号取得ステップにおいて時系列で取得された番号である時系列番号と、前記暗証番
号とに基づいて、前記使用者の認証処理を行う認証処理ステップとを有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、認証処理システムが導入し易くなると共に、セキュリティ性の確保を
実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯端末装置の外観の一例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯端末装置の機能構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態を示し、図２に示す暗証番号記憶部に記憶されている暗
証番号の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態を示し、図２に示す組み合わせ・番号対応情報記憶部に
記憶されている第１のテーブルに係る複数の対応付けパターンの一例を示す図である。
【図５】図１に示す携帯端末装置の筐体において定められた方向であって相互に直交する
Ｘ方向、Ｙ方向及びＺ方向を示す図である。
【図６】図２に示す持ち方検出部による持ち方検出方法の一例を示す図である。
【図７】図２に示す振り方向検出部による振り方向検出方法の一例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る携帯端末装置における認証処理方法の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
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【図９】本発明の第１の実施形態を示し、図２に示す認証処理部による認証処理を説明す
るための図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態を示し、図２に示す組み合わせ・番号対応情報記憶部
に記憶されている第２のテーブルに係る複数の対応付けパターンの一例を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る携帯端末装置における認証処理方法の処理手順
の一例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第３の実施形態を示し、図２に示す暗証番号記憶部に記憶されている
暗証番号の一例を示す図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態を示し、図２に示す組み合わせ・番号対応情報記憶部
に記憶されている第３のテーブルに係る複数の対応付けパターンの一例を示す図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る携帯端末装置における認証処理方法の処理手順
の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、図面を参照しながら、本発明を実施するための形態（実施形態）について説明
する。
【００１２】
（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係る携帯端末装置１００の外観の一例を示す図である。
　本実施形態に係る携帯端末装置１００には、その内部に、携帯端末装置の筐体１００－
Ｋの加速度を計測する加速度センサが設けられている。そして、本実施形態に係る携帯端
末装置１００は、加速度センサで測定された加速度に基づいて、使用者が手２００で携帯
端末装置の筐体１００－Ｋを持った際の持ち方と携帯端末装置の筐体１００－Ｋを振った
際の振り方向とを検出し、検出した持ち方と振り方向との組み合わせに基づいて使用者の
認証処理を行うものである。なお、本実施形態では、携帯端末装置１００として、加速度
センサが内蔵されている多機能携帯電話機（いわゆるスマートフォン）を想定した例につ
いて説明を行うが、本発明においてはこれに限定されるものではなく、加速度センサが内
蔵されている携帯端末装置であれば如何なる装置も適用可能である。
【００１４】
　また、本実施形態に係る携帯端末装置１００には、図１に示すように、タッチパネルデ
ィスプレイ１１０が設けられている。このタッチパネルディスプレイ１１０には、使用者
の認証処理を行う際の初期画面として、図１に示す例では、検出する持ち方の数を使用者
が選択するための持ち方数選択欄１１１と、上述した持ち方と振り方向との各組み合わせ
に対して一意の番号を対応付けるための対応付けパターンを使用者が入力するための対応
付けパターン入力欄１１２と、持ち方数選択欄１１１で選択された検出する持ち方の数と
対応付けパターン入力欄１１２に入力された対応付けパターンの番号とからなる対応付け
情報を確定させるための確定ボタン１１３とが表示されている。なお、持ち方数選択欄１
１１には、検出する持ち方の数として、後述する横持ち、縦持ち及び握手持ちの３つを選
択するための選択ボタン１１１１と、後述する横持ち、縦持ち及び握手持ちのうちの２つ
を選択するための選択ボタン１１１２と、後述する横持ち、縦持ち及び握手持ちのうちの
１つを選択するための選択ボタン１１１３とが設けられている。また、使用者により選択
された選択ボタンは、反転表示されるようになっており、図１に示す例では、選択ボタン
１１１１が使用者により選択された選択ボタンである。また、第１の実施形態は、この選
択ボタン１１１１が使用者により選択され、検出する持ち方の数が３つの場合の形態であ
るものとする。
【００１５】
　図２は、本発明の実施形態に係る携帯端末装置１００の機能構成の一例を示す図である
。本実施形態に係る携帯端末装置１００は、図２に示すように、加速度センサ２０１、暗
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証番号記憶部２０２、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３、情報入力部２０４、番号
設定部２０５、持ち方検出部２０６、振り方向検出部２０７、番号取得部２０８、認証処
理部２０９、表示部２１０、及び、情報処理部２１１の各機能構成を有して構成されてい
る。
【００１６】
　本実施形態においては、例えば、携帯端末装置１００の内部に構成されたメモリによっ
て、暗証番号記憶部２０２、及び、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３が構成される
。また、例えば、図１に示すタッチパネルディスプレイ１１０によって、情報入力部２０
４、及び、表示部２１０が構成される。また、例えば、携帯端末装置１００のＣＰＵ及び
ＲＯＭ内に記録されているプログラムによって、番号設定部２０５、持ち方検出部２０６
、振り方向検出部２０７、番号取得部２０８、及び、認証処理部２０９が構成される。ま
た、例えば、例えば、携帯端末装置１００のＣＰＵ及びＲＯＭ内に記録されているプログ
ラム並びに通信インタフェースによって、情報処理部２１１が構成される。
【００１７】
　加速度センサ２０１は、上述したように、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの加速度を計
測するセンサである。
【００１８】
　暗証番号記憶部２０２は、携帯端末装置１００の使用を許可された認証登録者の暗証番
号を記憶する記憶手段である。
【００１９】
　図３は、本発明の第１の実施形態を示し、図２に示す暗証番号記憶部２０２に記憶され
ている暗証番号の一例を示す図である。図３に示す例では、「８」、「１」、「１０」及
び「５」の総数４の番号からなる暗証番号が記憶されている。
【００２０】
　ここで、再び、図２の説明に戻る。
　組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３は、上述した持ち方と振り方向との各組み合わ
せに対して一意の番号を対応付けた、複数の対応付けパターンの情報を記憶する記憶手段
である。具体的に、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３には、携帯端末装置の筐体１
００－Ｋの横持ち、縦持ち及び握手持ちの３通りの持ち方と、携帯端末装置の筐体１００
－Ｋにおいて定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの振り方向との合計１
８通りの組み合わせに対して一意の番号を対応付けた、複数の対応付けパターンに係る「
第１のテーブル」と、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの横持ち、縦持ち及び握手持ちのう
ちの２通りの持ち方と、携帯端末装置の筐体１００－Ｋにおいて定められた±Ｘ方向、±
Ｙ方向および±Ｚ方向の６通りの振り方向との合計１２通りの組み合わせに対して一意の
番号を対応付けた、複数の対応付けパターンに係る「第２のテーブル」と、携帯端末装置
の筐体１００－Ｋの横持ち、縦持ち及び握手持ちのうちの１通りの持ち方と、携帯端末装
置の筐体１００－Ｋにおいて定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの振り
方向との合計６通りの組み合わせに対して一意の番号を対応付けた、複数の対応付けパタ
ーンに係る「第３のテーブル」とが記憶されている。
【００２１】
　図４は、本発明の第１の実施形態を示し、図２に示す組み合わせ・番号対応情報記憶部
２０３に記憶されている第１のテーブル２０３１に係る複数の対応付けパターンの一例を
示す図である。第１の実施形態は、上述したように、検出する持ち方の数が３つの場合の
形態であるため、図４に示す第１のテーブル２０３１では、３つの持ち方である横持ち、
縦持ち及び握手持ちのそれぞれの持ち方について番号が付与されている。
【００２２】
　また、図５は、図１に示す携帯端末装置の筐体１００－Ｋにおいて定められた方向であ
って相互に直交するＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向を示す図である。具体的に、図５（ａ）に
は、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの幅方向をＸ方向（より詳細には、携帯端末装置の筐
体１００－Ｋの右方向を＋Ｘ方向、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの左方向を－Ｘ方向）
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とし、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの高さ方向をＹ方向（より詳細には、携帯端末装置
の筐体１００－Ｋの上方向を＋Ｙ方向、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの下方向を－Ｙ方
向）とした例が示されている。また、図５（ｂ）には、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの
厚み方向をＺ方向（より詳細には、携帯端末装置の筐体１００－Ｋにおけるタッチパネル
ディスプレイ１１０設置側方向（前面方向）を＋Ｚ方向、反対側方向（背面方向）を－Ｚ
方向）とした例が示されている。
【００２３】
　ここで、図４の説明に戻る。
　具体的に、図４に示す第１のテーブル２０３１の例では、対応付けパターン１として、
持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」、
持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、
持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、
持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」、
持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５」、
持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「７」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「８」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「９」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「１０」
、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「１１
」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「１
２」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号
「１３」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに
番号「１４」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わ
せに番号「１５」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み
合わせに番号「１６」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の
組み合わせに番号「１７」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方
向の組み合わせに番号「１８」を対応付ける対応付けパターンが示されている。
【００２４】
　さらに、図４に示す第１のテーブル２０３１の例では、対応付けパターン２として、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「５」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「６」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「１」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「２」、持
ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１１」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「１２」
、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「９」
、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「１０
」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「７
」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「８
」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「
１７」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番
号「１８」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせ
に番号「１５」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合
わせに番号「１６」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組
み合わせに番号「１３」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向
の組み合わせに番号「１４」を対応付ける対応付けパターンが示されている。
【００２５】
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　ここで、再び、図２の説明に戻る。
　情報入力部２０４は、携帯端末装置１００に対して各種の情報を入力する入力手段であ
る。例えば、情報入力部２０４は、図４に示す第１のテーブル２０３１の持ち方と振り方
向との各組み合わせに対して一意の番号を対応付けるための対応付け情報を入力する。具
体的に、本実施形態では、使用者等が、図１に示す持ち方数選択欄１１１で「３つ」を選
択し且つ対応付けパターン入力欄１１２に図４に示す第１のテーブル２０３１の対応付け
パターンの番号を入力し、確定ボタン１１３を押下すると、情報入力部２０４は、図１に
示す持ち方数選択欄１１１で選択された検出する持ち方の数と対応付けパターン入力欄１
１２に入力された対応付けパターンの番号とを対応付け情報として番号設定部２０５及び
持ち方検出部２０６に入力する。
【００２６】
　番号設定部２０５は、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの持ち方と、携帯端末装置の筐体
１００－Ｋの振り方向との各組み合わせに対して一意の番号を設定する。具体的に、本実
施形態では、番号設定部２０５は、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３に記憶されて
いる図４の第１のテーブル２０３１に係る対応付けパターンの情報を参照し、情報入力部
２０４から入力された対応付け情報に従って、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの横持ち、
縦持ち及び握手持ちの３通りの持ち方と、携帯端末装置の筐体１００－Ｋにおいて定めら
れた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの振り方向との合計１８通りの組み合わせ
に対して一意の番号を設定する。例えば、番号設定部２０５は、情報入力部２０４から図
４に示す対応付けパターン１に係る対応付け情報が入力された場合には、図４に基づいて
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」、持ち方が横持ち
で且つ振り方向が－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が
＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み合
わせに番号「４」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」、持ち方が縦持ち
で且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「７」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が
－Ｘ方向の組み合わせに番号「８」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が＋Ｙ方向の組み合
わせに番号「９」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み合わせに番号「１０
」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「１１」、持ち方が縦
持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「１２」、持ち方が握手持ちで且つ振
り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１３」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が－Ｘ
方向の組み合わせに番号「１４」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が＋Ｙ方向の組み合
わせに番号「１５」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み合わせに番号「
１６」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「１７」、持ち
方が握手持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「１８」を設定する。
【００２７】
　持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１で測定された加速度に基づいて、使用者に
よる携帯端末装置の筐体１００－Ｋの持ち方を検出する。この際、持ち方検出部２０６は
、情報入力部２０４から入力された対応付け情報に従って検出する持ち方を決定し、当該
決定した持ち方の検出を行う。
【００２８】
　図６は、図２に示す持ち方検出部２０６による持ち方検出方法の一例を示す図である。
　図６（ａ）に示すように、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によって図５（
ｂ）に示す－Ｚ方向に１Ｇ（Ｇは重力加速度：９．８ｍ／ｓ2）の加速度が測定された場
合に、使用者が携帯端末装置の筐体１００－Ｋを横持ちしたことを検出する。
【００２９】
　また、図６（ｂ）に示すように、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によって
図５（ａ）に示す－Ｙ方向に１Ｇの加速度が測定された場合に、使用者が携帯端末装置の
筐体１００－Ｋを縦持ちしたことを検出する。
【００３０】
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　また、図６（ｃ）に示すように、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によって
図５（ａ）に示す＋Ｘ方向に１Ｇの加速度が測定された場合に、使用者が携帯端末装置の
筐体１００－Ｋを握手持ちしたことを検出する。
【００３１】
　ここで、再び、図２の説明に戻る。
　振り方向検出部２０７は、持ち方検出部２０６で使用者による携帯端末装置の筐体１０
０－Ｋの持ち方を検出した後に、加速度センサ２０１で測定された加速度に基づいて、使
用者による携帯端末装置の筐体１００－Ｋの振り方向を検出する。より詳細に、本実施形
態では、振り方向検出部２０７は、使用者が携帯端末装置の筐体１００－Ｋを、＋Ｘ方向
に振ったか－Ｘ方向に振ったか＋Ｙ方向に振ったか－Ｙ方向に振ったか＋Ｚ方向に振った
か或いは－Ｚ方向に振ったかを検出する。この際、振り方向検出部２０７は、加速度セン
サ２０１で測定された加速度の変位の絶対値が０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内である方向を
、使用者が携帯端末装置の筐体１００－Ｋを振った方向である振り方向として検出する。
【００３２】
　図７は、図２に示す振り方向検出部２０７による振り方向検出方法の一例を示す図であ
る。図７（ａ）及び図７（ｂ）において、横軸は時間を示し、縦軸は加速度センサ２０１
で測定された加速度の変位を示している。
【００３３】
　例えば、図７（ａ）の場合は、或る方向に携帯端末装置の筐体１００－Ｋを素早く振っ
た例であり、加速度センサ２０１で測定された加速度の変位の絶対値が検出閾値である０
．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内であるため、この場合には、振り方向検出部２０７によって当
該或る方向が振り方向として検出される。
【００３４】
　また、例えば、図７（ｂ）の場合は、或る方向に携帯端末装置の筐体１００－Ｋをゆっ
くり振った例であり、加速度センサ２０１で測定された加速度の変位の絶対値が検出閾値
である０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲外（０．５Ｇ未満）であるため、この場合には、振り方
向検出部２０７によって当該或る方向が振り方向として検出されることはない。
【００３５】
　ここで、再び、図２の説明に戻る。
　番号取得部２０８は、持ち方検出部２０６で検出された持ち方と振り方向検出部２０７
で検出された振り方向との組み合わせに基づいて、番号設定部２０５によって当該組み合
わせに設定された番号を取得する。例えば、番号設定部２０５によって図４に示す第１の
テーブル２０３１の対応付けパターン１の番号が設定されており、持ち方検出部２０６で
検出された持ち方が「横持ち」、振り方向検出部２０７で検出された振り方向が「＋Ｘ方
向」である場合には、番号取得部２０８は、番号「１」を取得する。
【００３６】
　認証処理部２０９は、番号取得部２０８において時系列で取得された番号である時系列
番号と、暗証番号記憶部２０２に記憶されている暗証番号とに基づいて、使用者の認証処
理を行う。具体的に、認証処理部２０９は、使用者の認証処理として、上述した時系列番
号と暗証番号とが一致する場合には使用者による携帯端末装置１００の使用を許可する処
理（以下、「認証ＯＫ処理」と称する）を行い、一方、上述した時系列番号と暗証番号と
が一致しない場合には使用者による携帯端末装置１００の使用を不許可とする処理（以下
、「認証ＮＧ処理」と称する）を行う。ここで、本実施形態では、認証ＯＫ処理としては
、携帯端末装置１００における情報処理部２１１の動作を許可する処理を行うこととし、
一方、認証ＮＧ処理としては、携帯端末装置１００における情報処理部２１１の動作を不
許可とする処理を行うこととする。また、認証処理部２０９は、使用者における認証処理
の結果を、表示部２１０に表示する処理を行う。
【００３７】
　表示部２１０は、例えば、使用者の認証処理を行う際に図１に示す初期画面を表示した
り、認証処理部２０９による認証処理の結果を表示したりする他、必要に応じて、各種の
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画像や各種の情報を表示する。
【００３８】
　情報処理部２１１は、携帯端末装置１００における各種の情報処理を行う。
【００３９】
　次に、第１の実施形態に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の処理手順につ
いて説明する。
【００４０】
　図８は、本発明の第１の実施形態に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の処
理手順の一例を示すフローチャートである。なお、図８に示すフローチャートの処理の開
始時点では、既に、暗証番号記憶部２０２には図３に示す暗証番号が記憶されており、組
み合わせ・番号対応情報記憶部２０３には図４に示す第１のテーブル２０３１に係る対応
付けパターンの情報が記憶されているものとする。
【００４１】
　まず、ステップＳ１０１において、番号設定部２０５は、情報入力部２０４から入力さ
れた対応付け情報に従って、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３に記憶されている図
４に示す第１のテーブル２０３１に係る対応付けパターンの情報を参照し、携帯端末装置
の筐体１００－Ｋの横持ち、縦持ち及び握手持ちの３通りの持ち方と、携帯端末装置の筐
体１００－Ｋにおいて定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの振り方向と
の合計１８通りの組み合わせに対して一意の番号を設定する。この図８に示すフローチャ
ートの説明では、情報入力部２０４から検出する持ち方の数が「３つ」で且つ対応付けパ
ターン「１」の対応付け情報が入力され、番号設定部２０５は、図４に基づいて、持ち方
が横持ちで且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」、持ち方が横持ちで且つ振
り方向が－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｙ方向
の組み合わせに番号「３」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み合わせに番
号「４」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５」、持ち方
が横持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」、持ち方が縦持ちで且つ振
り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「７」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が－Ｘ方向
の組み合わせに番号「８」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が＋Ｙ方向の組み合わせに番
号「９」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み合わせに番号「１０」、持ち
方が縦持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「１１」、持ち方が縦持ちで且
つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「１２」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が
＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１３」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が－Ｘ方向の組
み合わせに番号「１４」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が＋Ｙ方向の組み合わせに番
号「１５」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み合わせに番号「１６」、
持ち方が握手持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「１７」、持ち方が握手
持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「１８」を設定したものとする。
【００４２】
　続いて、ステップＳ１０２において、認証処理部２０９は、暗証番号記憶部２０２に記
憶されている認証登録者の暗証番号を読み出す処理を行う。この図８に示すフローチャー
トの説明では、図３に示す「８」、「１」、「１０」及び「５」の総数４の番号からなる
暗証番号が読み出されたものとする。さらに、認証処理部２０９は、読み出した暗証番号
を構成する番号の総数Ｎを設定する。本例では、図３に示す暗証番号が「８」、「１」、
「１０」及び「５」からなるものであるため、Ｎ＝４が設定される。
【００４３】
　続いて、ステップＳ１０３において、認証処理部２０９は、使用者により時系列で入力
される番号の入力順番を示す時系列入力番号ｎに１を設定する。
【００４４】
　続いて、ステップＳ１０４において、持ち方検出部２０６は、情報入力部２０４から入
力された対応付け情報に従って、検出する持ち方を決定する。本実施形態は、検出する持
ち方の数が「３つ」の形態であるため、持ち方検出部２０６は、検出する持ち方として、
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横持ち、縦持ち及び握手持ちを決定する。
【００４５】
　続いて、ステップＳ１０５において、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によ
って図６（ａ）に示すように－Ｚ方向に１Ｇの加速度が測定されたか否かを判断する。
【００４６】
　ステップＳ１０５の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｚ方向に１Ｇの加速度
が測定された場合には（Ｓ１０５／ＹＥＳ）、ステップＳ１０６に進む。
　ステップＳ１０６に進むと、持ち方検出部２０６は、使用者による携帯端末装置の筐体
１００－Ｋの持ち方として横持ちを検出する。
【００４７】
　一方、ステップＳ１０５の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｚ方向に１Ｇの
加速度が測定されなかった場合には（Ｓ１０５／ＮＯ）、ステップＳ１０７に進む。
【００４８】
　ステップＳ１０７に進むと、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によって図６
（ｂ）に示すように－Ｙ方向に１Ｇの加速度が測定されたか否かを判断する。
【００４９】
　ステップＳ１０７の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｙ方向に１Ｇの加速度
が測定された場合には（Ｓ１０７／ＹＥＳ）、ステップＳ１０８に進む。
　ステップＳ１０８に進むと、持ち方検出部２０６は、使用者による携帯端末装置の筐体
１００－Ｋの持ち方として縦持ちを検出する。
【００５０】
　一方、ステップＳ１０７の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｙ方向に１Ｇの
加速度が測定されなかった場合には（Ｓ１０７／ＮＯ）、ステップＳ１０９に進む。
【００５１】
　ステップＳ１０９に進むと、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によって図６
（ｃ）に示すように＋Ｘ方向に１Ｇの加速度が測定されたか否かを判断する。
【００５２】
　ステップＳ１０９の判断の結果、加速度センサ２０１によって＋Ｘ方向に１Ｇの加速度
が測定された場合には（Ｓ１０９／ＹＥＳ）、ステップＳ１１０に進む。
　ステップＳ１１０に進むと、持ち方検出部２０６は、使用者による携帯端末装置の筐体
１００－Ｋの持ち方として握手持ちを検出する。
【００５３】
　一方、ステップＳ１０９の判断の結果、加速度センサ２０１によって＋Ｘ方向に１Ｇの
加速度が測定されなかった場合には（Ｓ１０９／ＮＯ）、ステップＳ１０５に戻り、ステ
ップＳ１０５以降の処理を再度行う。
【００５４】
　また、ステップＳ１０６の処理、ステップＳ１０８の処理、或いは、ステップＳ１１０
の処理が終了した場合には、ステップＳ１１１に進む。
　ステップＳ１１１に進むと、振り方向検出部２０７は、持ち方検出部２０６で使用者に
よる携帯端末装置の筐体１００－Ｋの持ち方を検出した後に、加速度センサ２０１によっ
て測定された加速度の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれかの方
向において０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内であるか否かを判断する。ここで、０．５Ｇ～１
．０Ｇの範囲内は、図７を用いて説明した検出閾値に相当するものである。
【００５５】
　ステップＳ１１１の判断の結果、加速度センサ２０１によって測定された加速度の変位
の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれの方向においても０．５Ｇ～１．
０Ｇの範囲外である場合には（Ｓ１１１／ＮＯ）、加速度センサ２０１によって測定され
た加速度の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれかの方向において
０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内となるまで、ステップＳ１１１で待機する。
【００５６】
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　一方、ステップＳ１１１の判断の結果、加速度センサ２０１によって測定された加速度
の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれかの方向において０．５Ｇ
～１．０Ｇの範囲内である場合には（Ｓ１１１／ＹＥＳ）、ステップＳ１１２に進む。
　ステップＳ１１２に進むと、振り方向検出部２０７は、加速度センサ２０１によって測
定された加速度の変位の絶対値が０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内である方向を、使用者が携
帯端末装置の筐体１００－Ｋを振った方向である振り方向として検出する。
【００５７】
　続いて、ステップＳ１１３において、番号取得部２０８は、持ち方検出部２０６で検出
された持ち方と振り方向検出部２０７で検出された振り方向との組み合わせに基づいて、
ステップＳ１０１によって当該組み合わせに設定された番号を取得する。例えば、ステッ
プＳ１０１によって図４に示す第１のテーブル２０３１に係る対応付けパターン１の番号
が設定され、持ち方検出部２０６で検出された持ち方が「横持ち」、振り方向検出部２０
７で検出された振り方向が「＋Ｘ方向」である場合には、番号取得部２０８は、番号「１
」を取得する。
【００５８】
　続いて、ステップＳ１１４において、認証処理部２０９は、現在設定されている時系列
入力番号ｎが、ステップＳ１０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さ
いか否かを判断する。
【００５９】
　ステップＳ１１４の判断の結果、現在設定されている時系列入力番号ｎが、ステップＳ
１０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さい場合には（Ｓ１１４／Ｙ
ＥＳ）、暗証番号の入力処理が未だ完了していないと判断し、ステップＳ１１５に進む。
【００６０】
　ステップＳ１１５に進むと、認証処理部２０９は、使用者により時系列で入力される番
号の入力順番を示す時系列入力番号ｎに１を加算して、時系列入力番号ｎを変更する。そ
の後、ステップＳ１０５に戻り、変更した時系列入力番号ｎに基づく処理を行う。即ち、
図８に示すフローチャートの処理では、ステップＳ１０５～ステップＳ１１５の処理は、
ステップＳ１０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数（Ｎ）分、繰り返し行われ
ることになる。
【００６１】
　また、ステップＳ１１４の判断の結果、現在設定されている時系列入力番号ｎが、ステ
ップＳ１０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さくない場合には（Ｓ
１１４／ＮＯ）、暗証番号の入力処理が完了したと判断し、ステップＳ１１６に進む。
【００６２】
　ステップＳ１１６に進むと、認証処理部２０９は、ステップＳ１１３において時系列で
取得された番号である時系列番号と、ステップＳ１０２で読み出した暗証番号とが一致す
るか否かを判断する。
【００６３】
　ステップＳ１１６の判断の結果、ステップＳ１１３において時系列で取得された番号で
ある時系列番号とステップＳ１０２で読み出した暗証番号とが一致する場合には（Ｓ１１
６／ＹＥＳ）、ステップＳ１１７に進む。
　ステップＳ１１７に進むと、認証処理部２０９は、携帯端末装置１００における情報処
理部２１１の動作を許可する認証ＯＫ処理を行う。これにより、使用者は、携帯端末装置
１００を使用することが可能となる。
【００６４】
　ここで、図３に示す「８」、「１」、「１０」及び「５」の総数４の番号からなる暗証
番号を用いた認証処理について説明を行う。
　図９は、本発明の第１の実施形態を示し、図２に示す認証処理部２０９による認証処理
を説明するための図である。この際、ステップＳ１０１において、図４に示す第１のテー
ブル２０３１に係る対応付けパターン１における番号が設定されているものとする。
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　まず、図９（ａ）に示す番号「８」の認証では、使用者が手２００で携帯端末装置の筐
体１００－Ｋを縦持ちし、且つ、携帯端末装置の筐体１００－Ｋを図５（ａ）に示す－Ｘ
方向に振った際に認証ＯＫとなる。
　次いで、図９（ｂ）に示す番号「１」の認証では、使用者が手２００で携帯端末装置の
筐体１００－Ｋを横持ちし、且つ、携帯端末装置の筐体１００－Ｋを図５（ａ）に示す＋
Ｘ方向に振った際に認証ＯＫとなる。
　次いで、図９（ｃ）に示す番号「１０」の認証では、使用者が手２００で携帯端末装置
の筐体１００－Ｋを縦持ちし、且つ、携帯端末装置の筐体１００－Ｋを図５（ａ）に示す
－Ｙ方向に振った際に認証ＯＫとなる。
　次いで、図９（ｄ）に示す番号「５」の認証では、使用者が手２００で携帯端末装置の
筐体１００－Ｋを横持ちし、且つ、携帯端末装置の筐体１００－Ｋを図５（ｂ）に示す＋
Ｚ方向に振った際に認証ＯＫとなる。
　そして、本例では、以上の図９（ａ）～図９（ｄ）に示す動作を使用者が行った場合に
、ステップＳ１１７における認証ＯＫ処理がなされる。
【００６５】
　一方、ステップＳ１１６の判断の結果、ステップＳ１１３において時系列で取得された
番号である時系列番号とステップＳ１０２で読み出した暗証番号とが一致しない場合には
（Ｓ１１６／ＮＯ）、ステップＳ１１８に進む。
　ステップＳ１１８に進むと、認証処理部２０９は、携帯端末装置１００における情報処
理部２１１の動作を不許可とする認証ＮＧ処理を行う。これにより、使用者は、携帯端末
装置１００の使用をすることができない。
【００６６】
　ステップＳ１１７の処理、或いは、ステップＳ１１８の処理が終了した場合には、ステ
ップＳ１１９に進む。
　ステップＳ１１９に進むと、認証処理部２０９は、使用者における認証処理の結果を、
表示部２１０に表示する処理を行う。これにより、ステップＳ１１８で認証ＮＧとされた
場合には、表示部２１０に認証ＮＧである旨の表示がなされ、ステップＳ１１７で認証Ｏ
Ｋとされた場合には、表示部２１０に認証ＯＫである旨の表示がなされる。
【００６７】
　以上のステップＳ１０１～ステップＳ１１９の処理を経ることにより、第１の実施形態
に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の処理が終了する。
【００６８】
　また、第１の実施形態では、図３に示す例に倣って、番号の総数Ｎが４の暗証番号によ
る認証処理の例について説明を行ったが、本発明においては、必ずしも番号の総数Ｎが４
の暗証番号である必要は無く、例えば、番号の総数Ｎが２や３の暗証番号を用いた認証処
理を行う形態であっても、或いは、番号の総数Ｎが５以上の暗証番号を用いた認証処理を
行う形態であっても、本発明に適用可能である。
【００６９】
　上述した第１の実施形態によれば、認証処理システムを導入し易くすると共に、セキュ
リティ性の確保を実現することができる。
【００７０】
　また、第１の実施形態では、使用者が持ち方と振り方向との各組み合わせに対して一意
の番号を対応付けるための対応付け情報を入力することにより、各組み合わせに対して一
意の番号を自由に設定できるため、使用者自身にとってオリジナルな暗証番号入力設定を
行うことが可能となる。これにより、セキュリティ性をより強固なものとすることができ
る。
【００７１】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、以下の第２の実施形態の説明
では、上述した第１の実施形態と異なる部分について説明を行う。
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【００７２】
　第２の実施形態に係る携帯端末装置の外観は、図１に示す携帯端末装置１００の外観と
同様である。第２の実施形態は、図１に示す持ち方数選択欄１１１の中から選択ボタン１
１１２が使用者により選択され、検出する持ち方の数が２つの場合の形態であるものとす
る。
【００７３】
　第２の実施形態に係る携帯端末装置の機能構成は、図２に示す携帯端末装置１００の機
能構成と同様である。また、第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、図２
に示す暗証番号記憶部２０２には、図３に示す暗証番号が記憶されているものとする。即
ち、第２の実施形態においても、図２に示す暗証番号記憶部２０２には、「８」、「１」
、「１０」及び「５」の総数４の番号からなる暗証番号が記憶されている。
【００７４】
　図１０は、本発明の第２の実施形態を示し、図２に示す組み合わせ・番号対応情報記憶
部２０３に記憶されている第２のテーブル２０３２に係る複数の対応付けパターンの一例
を示す図である。第２の実施形態は、上述したように、検出する持ち方の数が２つの場合
の形態であるため、図１０に示す第２のテーブル２０３２では、３つの持ち方である横持
ち、縦持ち及び握手持ちのうちの２つの持ち方について番号が付与されている。
【００７５】
　具体的に、図１０に示す第２のテーブル２０３２の例では、対応付けパターン１として
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」
、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「７」
、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「８」
、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「９」
、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「１０
」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「１
１」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「
１２」を対応付ける対応付けパターンが示されている。
【００７６】
　また、図１０に示す第２のテーブル２０３２の例では、対応付けパターン２として、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５」、持
ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」、持
ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「７」、
持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「８」
、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「９
」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「
１０」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番
号「１１」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせ
に番号「１２」を対応付ける対応付けパターンが示されている。
【００７７】
　さらに、図１０に示す第２のテーブル２０３２の例では、対応付けパターン３として、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」、
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持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５」、
持ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」、
持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「７」
、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「８
」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「
９」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号
「１０」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに
番号「１１」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わ
せに番号「１２」を対応付ける対応付けパターンが示されている。
【００７８】
　ここで、再び、図２の説明に戻る。
　例えば、情報入力部２０４は、図１０に示す第２のテーブル２０３２の持ち方と振り方
向との各組み合わせに対して一意の番号を対応付けるための対応付け情報を入力する。具
体的に、本実施形態では、使用者等が、図１に示す持ち方数選択欄１１１で「２つ」を選
択し且つ対応付けパターン入力欄１１２に図１０に示す第２のテーブル２０３２の対応付
けパターンの番号を入力し、確定ボタン１１３を押下すると、情報入力部２０４は、図１
に示す持ち方数選択欄１１１で選択された検出する持ち方の数と対応付けパターン入力欄
１１２に入力された対応付けパターンの番号とを対応付け情報として番号設定部２０５及
び持ち方検出部２０６に入力する。
【００７９】
　本実施形態では、番号設定部２０５は、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３に記憶
されている図１０の第２のテーブル２０３２に係る対応付けパターンの情報を参照し、情
報入力部２０４から入力された対応付け情報に従って、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの
横持ち、縦持ち及び握手持ちのうちの２通りの持ち方と、携帯端末装置の筐体１００－Ｋ
において定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの振り方向との合計１２通
りの組み合わせに対して一意の番号を設定する。例えば、番号設定部２０５は、情報入力
部２０４から図１０に示す対応付けパターン１に係る対応付け情報が入力された場合には
、図１０に基づいて、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１
」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、持ち方が横持
ちで且つ振り方向が＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、持ち方が横持ちで且つ振り方向
が－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み
合わせに番号「５」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「６
」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「７」、持ち方が縦持
ちで且つ振り方向が－Ｘ方向の組み合わせに番号「８」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向
が＋Ｙ方向の組み合わせに番号「９」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み
合わせに番号「１０」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「
１１」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「１２」を設定す
る。
【００８０】
　持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１で測定された加速度に基づいて、使用者に
よる携帯端末装置の筐体１００－Ｋの持ち方を検出する。この際、持ち方検出部２０６は
、情報入力部２０４から入力された対応付け情報に従って検出する持ち方を決定し、当該
決定した持ち方の検出を行う。
【００８１】
　次に、第２の実施形態に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の処理手順につ
いて説明する。
【００８２】
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　図１１は、本発明の第２の実施形態に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の
処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、図１１に示すフローチャートの処理
の開始時点では、既に、暗証番号記憶部２０２には図３に示す暗証番号が記憶されており
、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３には図１０に示す第２のテーブル２０３２に係
る対応付けパターンの情報が記憶されているものとする。
【００８３】
　まず、ステップＳ２０１において、番号設定部２０５は、情報入力部２０４から入力さ
れた対応付け情報に従って、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３に記憶されている図
１０に示す第２のテーブル２０３２に係る対応付けパターンの情報を参照し、携帯端末装
置の筐体１００－Ｋの横持ち、縦持ち及び握手持ちのうちの２通りの持ち方と、携帯端末
装置の筐体１００－Ｋにおいて定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの振
り方向との合計１２通りの組み合わせに対して一意の番号を設定する。この図１１に示す
フローチャートの説明では、情報入力部２０４から検出する持ち方の数が「２つ」で且つ
対応付けパターン「１」の対応付け情報が入力され、番号設定部２０５は、図１０に基づ
いて、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」、持ち方が横
持ちで且つ振り方向が－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、持ち方が横持ちで且つ振り方
向が＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組
み合わせに番号「４」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「
５」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」、持ち方が縦
持ちで且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「７」、持ち方が縦持ちで且つ振り方
向が－Ｘ方向の組み合わせに番号「８」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が＋Ｙ方向の組
み合わせに番号「９」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み合わせに番号「
１０」、持ち方が縦持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「１１」、持ち方
が縦持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「１２」を設定したものとする。
【００８４】
　続いて、ステップＳ２０２において、認証処理部２０９は、暗証番号記憶部２０２に記
憶されている認証登録者の暗証番号を読み出す処理を行う。この図１１に示すフローチャ
ートの説明では、図３に示す「８」、「１」、「１０」及び「５」の総数４の番号からな
る暗証番号が読み出されたものとする。さらに、認証処理部２０９は、読み出した暗証番
号を構成する番号の総数Ｎを設定する。本例では、図３に示す暗証番号が「８」、「１」
、「１０」及び「５」からなるものであるため、Ｎ＝４が設定される。
【００８５】
　続いて、ステップＳ２０３において、認証処理部２０９は、使用者により時系列で入力
される番号の入力順番を示す時系列入力番号ｎに１を設定する。
【００８６】
　続いて、ステップＳ２０４において、持ち方検出部２０６は、情報入力部２０４から入
力された対応付け情報に従って、検出する持ち方を決定する。本実施形態は、検出する持
ち方の数が「２つ」の形態であり、また、本フローチャートの例では、ステップＳ２０１
において図１０に示す対応付けパターン「１」の対応付け情報が入力されるため、持ち方
検出部２０６は、本例では、検出する持ち方として、横持ち及び縦持ちを決定する。
【００８７】
　続いて、ステップＳ２０５において、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によ
って図６（ａ）に示すように－Ｚ方向に１Ｇの加速度が測定されたか否かを判断する。
【００８８】
　ステップＳ２０５の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｚ方向に１Ｇの加速度
が測定された場合には（Ｓ２０５／ＹＥＳ）、ステップＳ２０６に進む。
　ステップＳ２０６に進むと、持ち方検出部２０６は、使用者による携帯端末装置の筐体
１００－Ｋの持ち方として横持ちを検出する。
【００８９】
　一方、ステップＳ２０５の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｚ方向に１Ｇの
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加速度が測定されなかった場合には（Ｓ２０５／ＮＯ）、ステップＳ２０７に進む。
【００９０】
　ステップＳ２０７に進むと、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によって図６
（ｂ）に示すように－Ｙ方向に１Ｇの加速度が測定されたか否かを判断する。
【００９１】
　ステップＳ２０７の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｙ方向に１Ｇの加速度
が測定された場合には（Ｓ２０７／ＹＥＳ）、ステップＳ２０８に進む。
　ステップＳ２０８に進むと、持ち方検出部２０６は、使用者による携帯端末装置の筐体
１００－Ｋの持ち方として縦持ちを検出する。
【００９２】
　一方、ステップＳ２０７の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｙ方向に１Ｇの
加速度が測定されなかった場合には（Ｓ２０７／ＮＯ）、ステップＳ２０５に戻り、ステ
ップＳ２０５以降の処理を再度行う。
【００９３】
　また、ステップＳ２０６の処理、或いは、ステップＳ２０８の処理が終了した場合には
、ステップＳ２０９に進む。
　ステップＳ２０９に進むと、振り方向検出部２０７は、持ち方検出部２０６で使用者に
よる携帯端末装置の筐体１００－Ｋの持ち方を検出した後に、加速度センサ２０１によっ
て測定された加速度の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれかの方
向において０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内であるか否かを判断する。ここで、０．５Ｇ～１
．０Ｇの範囲内は、図７を用いて説明した検出閾値に相当するものである。
【００９４】
　ステップＳ２０９の判断の結果、加速度センサ２０１によって測定された加速度の変位
の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれの方向においても０．５Ｇ～１．
０Ｇの範囲外である場合には（Ｓ２０９／ＮＯ）、加速度センサ２０１によって測定され
た加速度の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれかの方向において
０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内となるまで、ステップＳ２０９で待機する。
【００９５】
　一方、ステップＳ２０９の判断の結果、加速度センサ２０１によって測定された加速度
の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれかの方向において０．５Ｇ
～１．０Ｇの範囲内である場合には（Ｓ２０９／ＹＥＳ）、ステップＳ２１０に進む。
　ステップＳ２１０に進むと、振り方向検出部２０７は、加速度センサ２０１によって測
定された加速度の変位の絶対値が０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内である方向を、使用者が携
帯端末装置の筐体１００－Ｋを振った方向である振り方向として検出する。
【００９６】
　続いて、ステップＳ２１１において、番号取得部２０８は、持ち方検出部２０６で検出
された持ち方と振り方向検出部２０７で検出された振り方向との組み合わせに基づいて、
ステップＳ２０１によって当該組み合わせに設定された番号を取得する。例えば、ステッ
プＳ２０１によって図１０に示す第２のテーブル２０３２に係る対応付けパターン１の番
号が設定され、持ち方検出部２０６で検出された持ち方が「横持ち」、振り方向検出部２
０７で検出された振り方向が「＋Ｘ方向」である場合には、番号取得部２０８は、番号「
１」を取得する。
【００９７】
　続いて、ステップＳ２１２において、認証処理部２０９は、現在設定されている時系列
入力番号ｎが、ステップＳ２０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さ
いか否かを判断する。
【００９８】
　ステップＳ２１２の判断の結果、現在設定されている時系列入力番号ｎが、ステップＳ
２０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さい場合には（Ｓ２１２／Ｙ
ＥＳ）、暗証番号の入力処理が未だ完了していないと判断し、ステップＳ２１３に進む。



(18) JP 2016-144051 A 2016.8.8

10

20

30

40

50

【００９９】
　ステップＳ２１３に進むと、認証処理部２０９は、使用者により時系列で入力される番
号の入力順番を示す時系列入力番号ｎに１を加算して、時系列入力番号ｎを変更する。そ
の後、ステップＳ２０５に戻り、変更した時系列入力番号ｎに基づく処理を行う。即ち、
図１１に示すフローチャートの処理では、ステップＳ２０５～ステップＳ２１３の処理は
、ステップＳ２０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数（Ｎ）分、繰り返し行わ
れることになる。
【０１００】
　また、ステップＳ２１２の判断の結果、現在設定されている時系列入力番号ｎが、ステ
ップＳ２０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さくない場合には（Ｓ
２１２／ＮＯ）、暗証番号の入力処理が完了したと判断し、ステップＳ２１４に進む。
【０１０１】
　ステップＳ２１４に進むと、認証処理部２０９は、ステップＳ２１１において時系列で
取得された番号である時系列番号と、ステップＳ２０２で読み出した暗証番号とが一致す
るか否かを判断する。
【０１０２】
　ステップＳ２１４の判断の結果、ステップＳ２１１において時系列で取得された番号で
ある時系列番号とステップＳ２０２で読み出した暗証番号とが一致する場合には（Ｓ２１
４／ＹＥＳ）、ステップＳ２１５に進む。
　ステップＳ２１５に進むと、認証処理部２０９は、携帯端末装置１００における情報処
理部２１１の動作を許可する認証ＯＫ処理を行う。これにより、使用者は、携帯端末装置
１００を使用することが可能となる。
【０１０３】
　一方、ステップＳ２１４の判断の結果、ステップＳ２１１において時系列で取得された
番号である時系列番号とステップＳ２０２で読み出した暗証番号とが一致しない場合には
（Ｓ２１４／ＮＯ）、ステップＳ２１６に進む。
　ステップＳ２１６に進むと、認証処理部２０９は、携帯端末装置１００における情報処
理部２１１の動作を不許可とする認証ＮＧ処理を行う。これにより、使用者は、携帯端末
装置１００の使用をすることができない。
【０１０４】
　ステップＳ２１５の処理、或いは、ステップＳ２１６の処理が終了した場合には、ステ
ップＳ２１７に進む。
　ステップＳ２１７に進むと、認証処理部２０９は、使用者における認証処理の結果を、
表示部２１０に表示する処理を行う。これにより、ステップＳ２１６で認証ＮＧとされた
場合には、表示部２１０に認証ＮＧである旨の表示がなされ、ステップＳ２１５で認証Ｏ
Ｋとされた場合には、表示部２１０に認証ＯＫである旨の表示がなされる。
【０１０５】
　以上のステップＳ２０１～ステップＳ２１７の処理を経ることにより、第２の実施形態
に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の処理が終了する。
【０１０６】
　また、第２の実施形態では、図３に示す例に倣って、番号の総数Ｎが４の暗証番号によ
る認証処理の例について説明を行ったが、本発明においては、必ずしも番号の総数Ｎが４
の暗証番号である必要は無く、例えば、番号の総数Ｎが２や３の暗証番号を用いた認証処
理を行う形態であっても、或いは、番号の総数Ｎが５以上の暗証番号を用いた認証処理を
行う形態であっても、本発明に適用可能である。
【０１０７】
　上述した第２の実施形態によれば、認証処理システムを導入し易くすると共に、セキュ
リティ性の確保を実現することができる。
【０１０８】
　また、第２の実施形態では、使用者が持ち方と振り方向との各組み合わせに対して一意
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の番号を対応付けるための対応付け情報を入力することにより、各組み合わせに対して一
意の番号を自由に設定できるため、使用者自身にとってオリジナルな暗証番号入力設定を
行うことが可能となる。これにより、セキュリティ性をより強固なものとすることができ
る。
【０１０９】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。なお、以下の第３の実施形態の説明
では、上述した第１の実施形態と異なる部分について説明を行う。
【０１１０】
　第３の実施形態に係る携帯端末装置の外観は、図１に示す携帯端末装置１００の外観と
同様である。第３の実施形態は、図１に示す持ち方数選択欄１１１の中から選択ボタン１
１１３が使用者により選択され、検出する持ち方の数が１つの場合の形態であるものとす
る。
【０１１１】
　第３の実施形態に係る携帯端末装置の機能構成は、図２に示す携帯端末装置１００の機
能構成と同様である。
【０１１２】
　図１２は、本発明の第３の実施形態を示し、図２に示す暗証番号記憶部２０２に記憶さ
れている暗証番号の一例を示す図である。図１２に示す例では、「１」、「４」、「３」
及び「２」の総数４の番号からなる暗証番号が記憶されている。
【０１１３】
　図１３は、本発明の第３の実施形態を示し、図２に示す組み合わせ・番号対応情報記憶
部２０３に記憶されている第３のテーブル２０３３に係る複数の対応付けパターンの一例
を示す図である。第３の実施形態は、上述したように、検出する持ち方の数が１つの場合
の形態であるため、図１３に示す第３のテーブル２０３３では、３つの持ち方である横持
ち、縦持ち及び握手持ちのうちの１つの持ち方について番号が付与されている。
【０１１４】
　具体的に、図１３に示す第３のテーブル２０３３の例では、対応付けパターン１として
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」
を対応付ける対応付けパターンが示されている。
【０１１５】
　また、図１３に示す第３のテーブル２０３３の例では、対応付けパターン２として、持
ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」、持
ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、持
ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、持
ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」、持
ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５」、持
ち方が縦持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」を対
応付ける対応付けパターンが示されている。
【０１１６】
　さらに、図１３に示す第３のテーブル２０３３の例では、対応付けパターン３として、
持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」
、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｘ方向の組み合わせに番号「２
」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す＋Ｙ方向の組み合わせに番号「
３」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ａ）に示す－Ｙ方向の組み合わせに番号
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「４」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す＋Ｚ方向の組み合わせに番
号「５」、持ち方が握手持ちで且つ振り方向が図５（ｂ）に示す－Ｚ方向の組み合わせに
番号「６」を対応付ける対応付けパターンが示されている。
【０１１７】
　ここで、再び、図２の説明に戻る。
　例えば、情報入力部２０４は、図１３に示す第３のテーブル２０３３の持ち方と振り方
向との各組み合わせに対して一意の番号を対応付けるための対応付け情報を入力する。具
体的に、本実施形態では、使用者等が、図１に示す持ち方数選択欄１１１で「１つ」を選
択し且つ対応付けパターン入力欄１１２に図１３に示す第３のテーブル２０３３の対応付
けパターンの番号を入力し、確定ボタン１１３を押下すると、情報入力部２０４は、図１
に示す持ち方数選択欄１１１で選択された検出する持ち方の数と対応付けパターン入力欄
１１２に入力された対応付けパターンの番号とを対応付け情報として番号設定部２０５及
び持ち方検出部２０６に入力する。
【０１１８】
　本実施形態では、番号設定部２０５は、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３に記憶
されている図１３の第３のテーブル２０３３に係る対応付けパターンの情報を参照し、情
報入力部２０４から入力された対応付け情報に従って、携帯端末装置の筐体１００－Ｋの
横持ち、縦持ち及び握手持ちのうちの１通りの持ち方と、携帯端末装置の筐体１００－Ｋ
において定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの振り方向との合計６通り
の組み合わせに対して一意の番号を設定する。例えば、番号設定部２０５は、情報入力部
２０４から図１３に示す対応付けパターン１に係る対応付け情報が入力された場合には、
図１３に基づいて、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」
、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、持ち方が横持ち
で且つ振り方向が＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が
－Ｙ方向の組み合わせに番号「４」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合
わせに番号「５」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」
を設定する。
【０１１９】
　持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１で測定された加速度に基づいて、使用者に
よる携帯端末装置の筐体１００－Ｋの持ち方を検出する。この際、持ち方検出部２０６は
、情報入力部２０４から入力された対応付け情報に従って検出する持ち方を決定し、当該
決定した持ち方の検出を行う。
【０１２０】
　次に、第３の実施形態に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の処理手順につ
いて説明する。
【０１２１】
　図１４は、本発明の第３の実施形態に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の
処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、図１４に示すフローチャートの処理
の開始時点では、既に、暗証番号記憶部２０２には図１２に示す暗証番号が記憶されてお
り、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３には図１３に示す第３のテーブル２０３３に
係る対応付けパターンの情報が記憶されているものとする。
【０１２２】
　まず、ステップＳ３０１において、番号設定部２０５は、情報入力部２０４から入力さ
れた対応付け情報に従って、組み合わせ・番号対応情報記憶部２０３に記憶されている図
１３に示す第３のテーブル２０３３に係る対応付けパターンの情報を参照し、携帯端末装
置の筐体１００－Ｋの横持ち、縦持ち及び握手持ちのうちの１通りの持ち方と、携帯端末
装置の筐体１００－Ｋにおいて定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの振
り方向との合計６通りの組み合わせに対して一意の番号を設定する。この図１４に示すフ
ローチャートの説明では、情報入力部２０４から検出する持ち方の数が「１つ」で且つ対
応付けパターン「１」の対応付け情報が入力され、番号設定部２０５は、図１３に基づい
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て、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｘ方向の組み合わせに番号「１」、持ち方が横持
ちで且つ振り方向が－Ｘ方向の組み合わせに番号「２」、持ち方が横持ちで且つ振り方向
が＋Ｙ方向の組み合わせに番号「３」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｙ方向の組み
合わせに番号「４」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が＋Ｚ方向の組み合わせに番号「５
」、持ち方が横持ちで且つ振り方向が－Ｚ方向の組み合わせに番号「６」を設定したもの
とする。
【０１２３】
　続いて、ステップＳ３０２において、認証処理部２０９は、暗証番号記憶部２０２に記
憶されている認証登録者の暗証番号を読み出す処理を行う。この図１４に示すフローチャ
ートの説明では、図１２に示す「１」、「４」、「３」及び「２」の総数４の番号からな
る暗証番号が読み出されたものとする。さらに、認証処理部２０９は、読み出した暗証番
号を構成する番号の総数Ｎを設定する。本例では、図１２に示す暗証番号が「１」、「４
」、「３」及び「２」からなるものであるため、Ｎ＝４が設定される。
【０１２４】
　続いて、ステップＳ３０３において、認証処理部２０９は、使用者により時系列で入力
される番号の入力順番を示す時系列入力番号ｎに１を設定する。
【０１２５】
　続いて、ステップＳ３０４において、持ち方検出部２０６は、情報入力部２０４から入
力された対応付け情報に従って、検出する持ち方を決定する。本実施形態は、検出する持
ち方の数が「１つ」の形態であり、また、本フローチャートの例では、ステップＳ３０１
において図１３に示す対応付けパターン「１」の対応付け情報が入力されるため、持ち方
検出部２０６は、本例では、検出する持ち方として、横持ちを決定する。
【０１２６】
　続いて、ステップＳ３０５において、持ち方検出部２０６は、加速度センサ２０１によ
って図６（ａ）に示すように－Ｚ方向に１Ｇの加速度が測定されたか否かを判断する。
【０１２７】
　ステップＳ３０５の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｚ方向に１Ｇの加速度
が測定されなかった場合には（Ｓ３０５／ＮＯ）、加速度センサ２０１によって－Ｚ方向
に１Ｇの加速度が測定されるまで、ステップＳ３０５で待機する。
【０１２８】
　一方、ステップＳ３０５の判断の結果、加速度センサ２０１によって－Ｚ方向に１Ｇの
加速度が測定された場合には（Ｓ３０５／ＹＥＳ）、ステップＳ３０６に進む。
　ステップＳ３０６に進むと、持ち方検出部２０６は、使用者による携帯端末装置の筐体
１００－Ｋの持ち方として横持ちを検出する。
【０１２９】
　続いて、ステップＳ３０７において、振り方向検出部２０７は、持ち方検出部２０６で
使用者による携帯端末装置の筐体１００－Ｋの持ち方を検出した後に、加速度センサ２０
１によって測定された加速度の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいず
れかの方向において０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内であるか否かを判断する。ここで、０．
５Ｇ～１．０Ｇの範囲内は、図７を用いて説明した検出閾値に相当するものである。
【０１３０】
　ステップＳ３０７の判断の結果、加速度センサ２０１によって測定された加速度の変位
の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれの方向においても０．５Ｇ～１．
０Ｇの範囲外である場合には（Ｓ３０７／ＮＯ）、加速度センサ２０１によって測定され
た加速度の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれかの方向において
０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内となるまで、ステップＳ３０７で待機する。
【０１３１】
　一方、ステップＳ３０７の判断の結果、加速度センサ２０１によって測定された加速度
の変位の絶対値が、±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向のいずれかの方向において０．５Ｇ
～１．０Ｇの範囲内である場合には（Ｓ３０７／ＹＥＳ）、ステップＳ３０８に進む。
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　ステップＳ３０８に進むと、振り方向検出部２０７は、加速度センサ２０１によって測
定された加速度の変位の絶対値が０．５Ｇ～１．０Ｇの範囲内である方向を、使用者が携
帯端末装置の筐体１００－Ｋを振った方向である振り方向として検出する。
【０１３２】
　続いて、ステップＳ３０９において、番号取得部２０８は、持ち方検出部２０６で検出
された持ち方と振り方向検出部２０７で検出された振り方向との組み合わせに基づいて、
ステップＳ３０１によって当該組み合わせに設定された番号を取得する。例えば、ステッ
プＳ３０１によって図１３に示す第３のテーブル２０３３に係る対応付けパターン１の番
号が設定され、持ち方検出部２０６で検出された持ち方が「横持ち」、振り方向検出部２
０７で検出された振り方向が「＋Ｘ方向」である場合には、番号取得部２０８は、番号「
１」を取得する。
【０１３３】
　続いて、ステップＳ３１０において、認証処理部２０９は、現在設定されている時系列
入力番号ｎが、ステップＳ３０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さ
いか否かを判断する。
【０１３４】
　ステップＳ３１０の判断の結果、現在設定されている時系列入力番号ｎが、ステップＳ
３０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さい場合には（Ｓ３１０／Ｙ
ＥＳ）、暗証番号の入力処理が未だ完了していないと判断し、ステップＳ３１１に進む。
【０１３５】
　ステップＳ３１１に進むと、認証処理部２０９は、使用者により時系列で入力される番
号の入力順番を示す時系列入力番号ｎに１を加算して、時系列入力番号ｎを変更する。そ
の後、ステップＳ３０５に戻り、変更した時系列入力番号ｎに基づく処理を行う。即ち、
図１４に示すフローチャートの処理では、ステップＳ３０５～ステップＳ３１１の処理は
、ステップＳ３０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数（Ｎ）分、繰り返し行わ
れることになる。
【０１３６】
　また、ステップＳ３１０の判断の結果、現在設定されている時系列入力番号ｎが、ステ
ップＳ３０２で設定された暗証番号を構成する番号の総数Ｎより小さくない場合には（Ｓ
３１０／ＮＯ）、暗証番号の入力処理が完了したと判断し、ステップＳ３１２に進む。
【０１３７】
　ステップＳ３１２に進むと、認証処理部２０９は、ステップＳ３０９において時系列で
取得された番号である時系列番号と、ステップＳ３０２で読み出した暗証番号とが一致す
るか否かを判断する。
【０１３８】
　ステップＳ３１２の判断の結果、ステップＳ３０９において時系列で取得された番号で
ある時系列番号とステップＳ３０２で読み出した暗証番号とが一致する場合には（Ｓ３１
２／ＹＥＳ）、ステップＳ３１３に進む。
　ステップＳ３１３に進むと、認証処理部２０９は、携帯端末装置１００における情報処
理部２１１の動作を許可する認証ＯＫ処理を行う。これにより、使用者は、携帯端末装置
１００を使用することが可能となる。
【０１３９】
　一方、ステップＳ３１２の判断の結果、ステップＳ３０９において時系列で取得された
番号である時系列番号とステップＳ３０２で読み出した暗証番号とが一致しない場合には
（Ｓ３１２／ＮＯ）、ステップＳ３１４に進む。
　ステップＳ３１４に進むと、認証処理部２０９は、携帯端末装置１００における情報処
理部２１１の動作を不許可とする認証ＮＧ処理を行う。これにより、使用者は、携帯端末
装置１００の使用をすることができない。
【０１４０】
　ステップＳ３１３の処理、或いは、ステップＳ３１４の処理が終了した場合には、ステ
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ップＳ３１５に進む。
　ステップＳ３１５に進むと、認証処理部２０９は、使用者における認証処理の結果を、
表示部２１０に表示する処理を行う。これにより、ステップＳ３１４で認証ＮＧとされた
場合には、表示部２１０に認証ＮＧである旨の表示がなされ、ステップＳ３１３で認証Ｏ
Ｋとされた場合には、表示部２１０に認証ＯＫである旨の表示がなされる。
【０１４１】
　以上のステップＳ３０１～ステップＳ３１５の処理を経ることにより、第３の実施形態
に係る携帯端末装置１００における認証処理方法の処理が終了する。
【０１４２】
　また、第３の実施形態では、図１２に示す例に倣って、番号の総数Ｎが４の暗証番号に
よる認証処理の例について説明を行ったが、本発明においては、必ずしも番号の総数Ｎが
４の暗証番号である必要は無く、例えば、番号の総数Ｎが２や３の暗証番号を用いた認証
処理を行う形態であっても、或いは、番号の総数Ｎが５以上の暗証番号を用いた認証処理
を行う形態であっても、本発明に適用可能である。
【０１４３】
　上述した第３の実施形態によれば、認証処理システムを導入し易くすると共に、セキュ
リティ性の確保を実現することができる。
【０１４４】
　また、第３の実施形態では、使用者が持ち方と振り方向との各組み合わせに対して一意
の番号を対応付けるための対応付け情報を入力することにより、各組み合わせに対して一
意の番号を自由に設定できるため、使用者自身にとってオリジナルな暗証番号入力設定を
行うことが可能となる。これにより、セキュリティ性をより強固なものとすることができ
る。
【０１４５】
（その他の実施形態）
　上述した実施形態では、振り方向検出部２０７による振り方向の検出において、携帯端
末装置の筐体１００－Ｋにおいて定められた±Ｘ方向、±Ｙ方向及び±Ｚ方向の６通りの
振り方向を検出するようにしているが、本発明においてはこの形態に限定されるものでは
ない。例えば、使用者による認証処理の負担軽減や認証処理の簡素化を目的として、振り
方向検出部２０７による振り方向の検出において、携帯端末装置の筐体１００－Ｋにおい
て定められた±Ｘ方向を包括するＸ方向、±Ｙ方向を包括するＹ方向、及び、±Ｚ方向を
包括するＺ方向の３通りの振り方向を検出する形態も本発明に含まれる。
【０１４６】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。
　即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワー
ク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコ
ンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵなど）がプログラムを読み出して実行する処理である。
　このプログラム及び当該プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は
、本発明に含まれる。
【０１４７】
　なお、上述した本発明の実施形態は、いずれも本発明を実施するにあたっての具体化の
例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはな
らないものである。即ち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱すること
なく、様々な形で実施することができる。
【符号の説明】
【０１４８】
１００：携帯端末装置、２０１：加速度センサ、２０２：暗証番号記憶部、２０３：組み
合わせ・番号対応情報記憶部、２０４：情報入力部、２０５：番号設定部、２０６：持ち
方検出部、２０７：振り方向検出部、２０８：番号取得部、２０９：認証処理部、２１０
：表示部、２１１：情報処理部
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